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はじめに 

 

保健指導の手引き作成委員会は、平成２７年度厚生労働科学研究費補助金「中小企業用産業保健電子カル

テの開発とそれによる効果的・効率的な産業保健手法に関する研究」の分担研究として、労働者を対象とし

た保健指導の手引の作成を目的に設置された。 

平成２０年度から実施されている特定健康診査・特定保健指導が定着しているが、産業保健の現場におい

ては、特定保健指導で実施される個人の生活習慣の改善の指導に加え、就労状況、職場環境等を踏まえた保

健指導が求められる。 

今回報告する手引きは、労働衛生機関の保健師・看護師が、定期健康診断後の労働安全衛生法第６６条の

７に基づく保健指導を実施する場合、対象者の選定、対象者情報の収集、保健指導の実施、結果評価、事業

者への報告という一連の流れの中で、留意すべき事項等を取りまとめたものである。特に、「保健指導に当

たってのチェックポイント」表として、従事する業務・作業内容、作業環境、就労条件等の情報を踏まえ留

意すべき情報収集のポイント及び保健指導のポイントをマトリックス表にして取りまとめたことが最大の

特長である。 

もちろん、「保健指導に当たってのチェックポイント」表は、労働衛生機関の保健師・看護師に限らず、

事業所内保健師・看護師が保健指導を実施する際にも活用できるものである。 

本手引きが産業保健業務に従事する保健スタッフのスタンダードとして活用されることを期待する。 

 

平成２８年３月 

保健指導の手引き作成委員会 

委員長 福田崇典 
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１ はじめに 

（１）保健指導を規定する法令 

労働安全衛生法 

（第 66 条の 7） 

健康診断の結果を受け、必要な労働者に対する保健指導を実施 

 

労災保険法 

（第 26 条） 

健康診断の結果、脳心臓疾患の発症の恐れのある労働者に対し特

定保健指導を実施 

高齢者医療確保法 

（第 18 条） 

特定健康診査の結果を受け、必要な対象者に対し特定保健指導を

実施 

健康保険法 

（第 150 条） 

健康保険者において高齢者医療確保法に基づく保健指導を実施 

 

健康増進法 

（第 17 条） 

地域住民に対し栄養指導等を実施 

 

学校保健安全法 

（第 9 条） 

児童、生徒に対し心身の保健指導を実施 

 

 

・各法令の対象、範囲を概念的に示すと次のとおりとなる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ これらは、各々の法目的から保健指導の意味するところは多少異なるものの、労働者を対象に実施

される保健指導（労働安全衛生法、労災保険法、高齢者医療確保法、健康保険法）は、おおむね類似

している。 
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（２）労働安全衛生法に基づく保健指導 

・ 労働安全衛生法第 66 条の 7 は「事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると

認める労働者に対し、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければならない。」とする。

「特に健康の保持に努める必要があると認める労働者」については、労働安全衛生法の趣旨、これま

での行政施策等から、職業性疾病の予防にとどまらず、脳・心臓疾患、メンタルヘルス不調及びその

他の作業関連疾患の予防を含むと考えられる。 

・ 労働安全衛生法第 66 条の 7 に基づく保健指導を実施するに当たっては、「事業場における労働者の

健康保持増進のための指針」（昭和 63 年）、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指

針」（平成 8 年）、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成 18 年）、「労働者の心理的な負担

の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置に関する指

針」（平成 27 年）のほか、関連通達等を踏まえる必要がある。なお、平成 27 年 12 月から実施されて

いるストレスチェック制度に関しては、相談対応等を通じて保健師等が中心的役割を担うべきである。 

・ 労働衛生機関に所属する保健師等は、平成 20 年度から実施されている高齢者医療確保法に基づく特

定保健指導に大きく関わっているが、労働安全衛生法に基づく保健指導については、努力義務規定で

あることもあって、残念ながら積極的に関わってきたとは言い難い。今後、労働安全衛生法に基づく

保健指導に積極的に取り組む必要がある。 

 

（３）産業保健の課題を意識した保健指導 

・ 一般健康診断の結果、労働者の有所見率は 50％を超え、とりわけ血中脂質、血糖に関する所見が多

く指摘されている。このため労働者に対する保健指導の実施に当たっては、個人の生活習慣の改善に

求める特定保健指導の手法により対処すべき点が多いと言える。生活習慣改善指導については、厚生

労働省から特定保健指導に関しての考えが示されており、労働者に対する保健指導においても基本的

にはこの考えを踏まえて実施することとなる。 

・ ただし、職域における保健指導においては、職場全体の取り組みの中に個々の労働者に対する保健

指導を関連させて実施することが特徴といえる。すなわち、健康診断結果を踏まえ、衛生委員会等に

おいて健康保持、増進に関する取り組み方針、健康教育の実施方針、職場改善取り組み方針等が審議

され、実行に移されることから、個々の労働者に対する保健指導はこれらの方針に従って統一的に、

効果的に実施される必要がある。 

・ また、生活習慣の改善と言っても所定外労働により深夜の食事にならざるを得ない場合等もあり、

労働の視点を考慮しないわけにはいかない。すなわち、労働者に対する保健指導の実施に当たっては、

個人の生活習慣の改善だけに求めるのではなく、当該所見の背景にある職場環境、就労環境（所定外

労働時間数、休日労働日数、年次有給休暇の取得状況等）の事情にも着目することが重要である。 

・ もちろん、就業状況の改善は労働者だけでできるものではなく、事業者の理解が必要である。事業

者の義務である健康診断実施後の措置（就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回

数の減少等）が必要となる場合は当然として、健康経営の観点から従業員の健康管理に事業者も積極

的に取り組んでいただけるよう保健師等は産業医と連携して提案することも必要である。
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２ 保健指導 

（１）保健指導の内容 

指導方針 就業環境（作業内容、作業量、労働時間、勤務形態等）に留意し、生活

習慣改善指導（栄養指導、運動指導、生活指導）を中心に指導 

①栄養指導 ・栄養指導が必要と判断される者に対し、栄養の摂取量にとどまらず、

個々人の食習慣の評価とその改善に向けて指導を行う。 

②運動指導 

 

 

・運動指導が必要と判断される者に対し、運動実践の指導を行う。 

・運動プログラムの作成に当たっては、個人の生活状況、身体活動レベ

ル、趣味、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽

しくかつ効果的に実践できるものであるよう配慮する。 

③生活指導 

 

・勤務形態や生活習慣が原因と考えられる健康上の問題を解決するため

に、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育

を、職場生活を通して行う。 

指導単位 個別指導または集団指導 

・ なお、特殊健康診断の結果、保健指導が必要であると産業医が判断した労働者（有所見者）を対象

に、産業医と連携し、必要な保健指導を実施する。 
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（２）保健指導のポイント 

 ・項目（所見）ごとの保健指導の特徴・要素については次の各表に示す。保健指導対象者の有所見の

状況にあわせて、「保健指導に当たってのチェックポイント」表を基に保健指導における情報収集ポイ

ントと保健指導ポイントを整理し実際の指導に活用するものとする。 

 

【表の内容】 

 項  目：①血圧、②血中脂質（中性脂肪）、③血中脂質（ＬＤＬ－Ｃ）、④糖代謝、⑤肝機能、 ⑥

造血系（貧血・多血）、⑦造血系（白血球）、⑧腎機能（尿蛋白）、⑨腎機能（尿潜血）、⑩

腎機能（尿酸） 

 基本情報：病歴、身体状況（健診データ等）、仕事 

 生活習慣：食生活、運動、睡眠、飲酒、喫煙、その他 

  

 ・表は①～⑩の項目ごとに、基本情報・生活習慣の内容が網羅され、それぞれに情報収集ポイントと

保健指導ポイントを記載している。 

・共通項目として記載のある内容は、どの項目にも共通する基本的内容となっている。 

・また、各項目別の特徴的な内容は追加項目欄に示している。 
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12 
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（３）受診勧奨、療養指導 

指導方針 確実な受診が行われるよう指導 

対象者 健康管理区分（P12～13 参照）において受診勧奨レベルと判定さ

れた者、また診断の確定を受けて診断区分にて要医療と判定され

た労働者 
① 受診勧奨 健康診断結果を踏まえ、再検査・精密検査と判定された場合や医療を

中断している場合には、根拠を丁寧に説明し、対象者が納得したうえ

で受診につなげる。 

②療養指導 

 

・就業環境（労働時間、交代制勤務等）に留意しつつ、保健指導を実

施することにより症状の改善（検査数値等の改善）を目指す。 

・医療機関に関するアドバイスを求められた場合、適切な医療機関を

選定し、産業医等から紹介状を作成してもらう。 

・主治医と連携し、主治医の指示の下、メンタルヘルスを含む保健指

導を実施する。 

・治療中、または医療機関で定期的に観察を受けている労働者を対象

にする指導で、疾病を上手にコントロールしながら働くための適正

な受診や服薬、日常生活支援を行う。 

・処方されている薬物によっては傾眠傾向になる場合や、有機溶剤等

の取り扱い化学物質への暴露との相互作用もありうるため、必要に

応じて主治医との連絡をとり、業務上の配慮を同時に勧める。 

・労働者自身、疾病に対する不安や、今後の就労や生活に対する不安

などを抱えていることが多く、これらの不安に受容と共感をもって

耳を傾け、必要に応じて、将来予測も踏まえた助言や利用できる社

会資源などの情報を提供する。 

指導単位 個別指導 
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（４）保健指導結果の整理 

・ 保健指導実施結果を次の保健指導記録票に整理する。 

・ なお、本報告書は平成 27 年度厚生労働科学研究「中小企業用産業保健電子カルテの開発とそれによ

る効果的・効率的な産業保健手法に関する検討」の分担研究として実施しており、記録票には iＰＨＲ

（industrial Personal Health Record）との連携のため、コードを付した。 
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３ 保健指導対象者の選定 

（１）一般健康診断結果を踏まえた対象者 

・ 保健指導対象者の選定に当たっては、次表に示す健康管理区分、すなわち「受診勧奨レベル」、「保

健指導レベル」、「情報提供レベル」の階層化をする必要がある。 

①受診勧奨レベル 

・ 受診の確認、主治医等との連携による療養指導を実施。 

②保健指導レベル 

・ 指摘された所見改善のための指導（主として生活習慣改善指導）を実施。なお、健康診断の複数項

目について保健指導レベルにある者は、優先的に保健指導の対象とする。 

③情報提供レベル 

・ 健康診断の結果、正常範囲であるが悪化の傾向がある場合、所見はなくても問診票から把握される

生活習慣に偏りや問題がある場合等主として生活習慣改善のための知識、情報の提供指導若しくは集

団指導を実施。 

 

  一般健康診断の検査数値と健康管理区分 

  健康管理区分 

検査項目 
情報提供レベル 保健指導レベル 受診勧奨レベル 緊急連絡※ 

腹囲（cm） 
 

男性 85－，女性 90－   

BMI 
 

25－   

血圧測定（mmHg） －129，－84 130－139，85－89 140－，90－ 180－，110－ 

中性脂肪（mg/dl） －149 150－ 300－  

HDL（mg/dl） 40－ 35－39 －34  

LDL（mg/dl） －119 120－139 140－  

空 腹 時 血 糖

（mg/dl） 
－99 100－125 126－ 

200－ 
随時血糖 300－ 

HbA1c （ NGSP)

（％） 
－5.5 5.6－6.4 6.5－ 10－ 

AST（IU/L） －30 31－50 51－ 200－ 

ALT（IU/L） －30 31－50 51－ 200－ 

γ-GT（IU/L） －50 51－100 101－  

血色素（g/dl） 
男性 13.1－16.6 
女性 12.1－14.6 

男性 12.0－13.0，16.7－
17.9 

女性 11.0－12.0，14.7－
15.9 

男性 －11.9，18.0－ 
女性 －10.9，16.0－ 

男性－9.0 
女性－7.0 

赤血球（104/μL） 
男性 400－539 
女性 360－489 

男性 360－399，540-599 
女性 330－359，490-549 

男性 －359，600－ 
女性 －329，550－ 

 

尿糖 ± ＋ ＋＋以上  

尿蛋白 ± ＋ ＋＋以上  

 

※ 緊急連絡：健診データが判明次第、緊急連絡を行い受診勧奨する。再検査・精密検査の結果によっ
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ては就業制限を考える判定値として提案されている例である。また、多くの産業医が就業制限につい

て考慮すべきと合意した参考値であり、できる限り産業医面談を実施し、就業区分判定を明確にする

ことが必要な所見である。 

・ 参考までに、特定健診結果に基づく特定保健指導対象者選定基準を示す。 

腹囲 

 

追加リスク ④喫煙歴 対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40－64 歳 65－74 歳 

≧85cm（男性） 

≧90cm（女性） 

2 つ以上該当  積極的 

支援 

動機付け 

支援 1 つ該当 

 

あり 

なし  

 

上記以外で 

BMI≧25 

 

3 つ該当  積極的 

支援 

動機付け 

支援 

 

2 つ該当 

 

あり 

なし  

1 つ該当  

 

（２）その他の健康診断結果を踏まえた対象者 

① 特殊健康診断有所見者 

・ 特殊健康診断（行政指導に基づく健康診断を含む）の結果、保健指導が必要であると産業医が判断

した労働者（有所見者） 

 ② 労災二次健康診断対象者 

・ 一般健康診断の結果、ａ 血圧検査、ｂ 血中脂質検査、ｃ 血糖検査、ｄＢＭＩ(肥満度) のすべて

について異常の所見があると診断された労働者（ａからｄまでの検査項目すべてに「異常の所見」が

認められない場合であっても、産業医が、就業環境等を総合的に勘案し、必要と認める場合は産業医

の意見を優先することとしており、これらの者も対象者となる。） 
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４ 保健指導対象者情報の収集 

・ 保健指導対象者に関する情報については、２で示した「保健指導に当たってのチェックポイント」

表の「情報収集のポイント」を参考に、本人及び職場関係者から、病歴、身体状況、仕事、食生活、

運動、睡眠、飲酒、喫煙、通院・服薬、ストレス等に関する情報を収集する。 

・ 「基本情報」、「生活習慣」、「その他」の情報収集する意義は次のとおりである。 

【基本情報】 

「病歴」：治療中だけでなく治療後も含め、疾病、合併症、後遺症の状況を把握することで、疾病を上手

くコントロールしながら働くための適切な生活習慣や療養指導につなげることができる。なお、業

務内容や業務環境など労働負荷状況によっては、治療や疾病のコントロールへ影響することもあり

得るため、後述の「通院・服薬」と関連付けてできる限り詳細な情報を収集する。 

「身体状況」：健康診断の検査結果の健康管理区分※を把握するだけでなく、更に、その項目と関連する

検査や自他覚症状を総合的に把握することで、適切な生活習慣指導や受診勧奨・療養指導につなげ

ることができる。 

「仕事」：労働者に対する保健指導を展開するにあたり、仕事に関する情報収集は必須である。業務内容

や業務環境、さらには労働時間（所定外労働時間数、休日出勤数）などから業務による健康への影

響の可能性（作業関連性疾患）を考慮する最も基本となる情報である。 

【生活習慣】 

「食生活」「運動」「睡眠」「飲酒」「喫煙」：生活習慣に対する指導は、健康診断で無所見の人から疾病管

理中の人まで、あらゆる健康レベルの人に対して必要なことである。生活習慣は、健康診断の検査

結果へ大きく影響するものであり、労働者の健康増進や疾病予防を行うにあたり、適切で効果のあ

る生活習慣指導が求められる。そのためには、生活習慣の基となる背景や、生活環境（社会環境や

家庭環境）を把握した上で、個人の価値観や知識、嗜好などを尊重することが求められる。食事・

運動・睡眠・飲酒・喫煙といった代表的な５つの習慣に着目し、検査結果の健康管理区分に併せて

必要な情報を収集することが必要である。 

 【その他】 

「通院・服薬」：通院の頻度、服薬に関する情報は、医療との連携を行うための重要な情報である。本情

報は「病歴」とセットで収集する。 

「ストレス」：ストレスは仕事上のストレス、仕事以外のストレスがあり、また、ストレスは多かれ少な

かれあらゆる心身の反応に関連することが知られているが、ここでは、保健指導対象者が訴える心

身の不調及び仕事上のストレスについて、具体的に聴取する必要がある。また、ストレスチェック

を受診している場合は、診断結果等についても情報を提出してもらうよう依頼したほうがよい。仕

事上のストレスについては、「仕事」の項の情報が収集されている。 

なお、「仕事」で得られる情報のほか、職場の人間関係等の情報についても必要である。 
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５ 保健指導の実際 

（１）保健指導の流れ 

 ・ 保健指導を実施するにあたり、労働衛生機関と事業場との役割、流れを以下に示す。 

労働衛生機関 事業場 

１ 健康診断の実施と保健指導の契約 

・健診計画時、保健指導実施を渉外（目

的・メリット（効果）の説明、料金・

プランの説明） 

 

・健診結果に基づく保健指導の実施に

係る産業医・衛生管理者・衛生委員

会などへの説明 

 

２健康診断結果報告 

・有所見者一覧 

（労災二次健診対象者リスト） 

・保健指導対象者リスト 

・要精密検査対象者に対する受診勧奨 

・労災二次健診対象者に対する受診勧

奨 

 

 

３ 保健指導実施の準備 

・事業所内スタッフとの調整 

・対象者の選定（時間割等の決定） 

  

・保健指導実施準備（産業医・衛生管

理者・衛生委員会などへの説明） 

・実施場所の確保（プライバシー保護

等） 

・対象者への連絡（場所・時間割等） 

４ 保健指導の実施  

・未実施者の報告 

・重要所見者（要精密検査者及び緊急連

絡者の受診状況・保健指導状況） 

・保健指導結果の把握 

・未実施者、重要所見者の受診状況に

応じた必要な措置の実施 

５ 保健指導の報告 

・保健指導記録作成（内部用・事業場用） 

・産業医への報告 

・記録の保管 

６ 保健指導の料金請求 ・保健指導料金の支払い 

７ 保健指導後のフォロー 

・重要所見者（要精密検査者及び緊急連

絡者の未受診者） 

・フォローの分担（労働衛生機関スタ

ッフ・産業医・衛生管理者など） 
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（２）保健指導事例 
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32 
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36 
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（３）保健指導帳票参考様式 

・保健指導の準備及び実施に際し、労働衛生機関で用いられている様式等を以下に示す。 

＜事業場担当者に対する説明文書の例１＞ 

年  月  日 

○○株式会社△△様  

 

保健指導実施についてのお願い 

 

○○健診センター（以下本センター）の保健指導事業をご利用頂き、誠にありがとうございます。 

保健指導実施日までの予定をご案内いたします。よろしくお願いいたします。 

 

日時               実施事項 

 

○/○までに   保健指導対象者一覧表の送付。対象者選定基準（※1） 

○/○までに   本社の△△様宛てに以下の書類を送付 

①時間割表原稿（1部）（※2） 

②指導記録票（※3） 

③対象者名簿 

○/○)までに  保健指導対象者の健診結果表・時間割・相談時使用の資料を事前に郵送（※2） 

○月中旬以降○日間 保健指導実施：全日程とも保健師 1名が伺います。 

○月下旬頃      保健指導実施報告書提出（※4） 

 

※１．「肥満」｢脂質異常｣｢血圧高値｣｢血糖もしくはＨbA1c 高値｣のリスクがある方を中心に選出し、その

他肝機能高値や尿酸高値、貧血、腎機能低下等の判定所見がある人も含んでおります。 

   対象者名簿の中で時間割に入らない人がいらした場合、対象者名簿（次点者）から追加してくだ

さい。 

※２．時間割表は、事前準備・資料の郵送等に要する日数も含め、○月○日（水）までにはお送りくだ

さい。日程調整などで遅れる場合には、事前に連絡頂けると助かります。 

※３．指導記録票は事前に対象者に配布して頂き、指導日当日までにご記入の上、保健指導にご持参し

て頂きますようご周知をお願いいたします。 

※４．保健指導の結果については、保健師から事業所ご担当者様へ報告させて頂く旨、保健指導対象者

へのご周知をお願いいたします。 

 

なお、個人情報保護の関係上、指導当日使用する健診結果表や時間割表、資料などは、事前にご連絡

の上、郵送させて頂きますので、指導当日まで保管をお願いいたします。 

 

                         ○○健診センター ■■■部 △△ 

電話：03-****-****  FAX：03-****-**** 

    お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 
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＜事業場担当者に対する説明文書の例２（イラスト入り）＞ 

保健指導実施についてのお願い

ご不明な点がありましたら、
当センターまでご連絡をお願いいたします。

保健指導の実施にあたり、ご協力をお願いいたします。

●月●日（●）△時に
◎◎室に来てください

面談場所 ： 指導内容が外部に漏れない個室、 もしくは仕切りのある場所
（当センターにてパーテーションを準備することも可能です。ご相談ください。）

※ 大切な個人情報が外部に漏れないように、上記面談場所の確保をお願い致します。

必要物品 ： 机1脚、椅子2脚（対象者と指導者用）

指導当日

面談時間 ： 対象者1名あたり10～15分程度

指導後日

○○○健診センター
〒○○○-○○○○
○○市○○区○○町1-2-3
TEL ： - - FAX ： - -

時間割作成 確定後、当センターへ連絡

面談場所（プライバシー）の確保

時間割等、対象者への案内

指導前

面談対象者の呼び出し

健康管理担当者様

保健師は、指導開始15分前に到着いたします。

担当者様へ保健指導記録を郵送いたします。
健診結果について医師に意見聴取する際の参考資料になります。
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＜保健指導年間日程表の例＞ 
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＜保健指導 時間割表の例＞ 

<保健指導年間日程表の例>

○○株式会社

保健師　1　名 毎月2回 ＜ 9:30～16:30＞
　　9:30～10:00 　   打合せ、準備
　　10:00～12:00　　指導・相談
　　13:00～16:00　  指導・相談
　　16:00～16:30　  片付け、申し送り

月日 曜日 出動スタッフ　氏名
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　　　年　　月　　日

    ○○（株）様

  　　　TEL     -　　　－ 　

 　　　 FAX     -　　　－ 　

      日  時 ： 　　　年　　月　　日（　　）10:00～16:00

      場  所 ： 　　　

No 時   間 氏   名 部　署 備   考

1 10:00

2 11:00

3 13:00

4 14:00

5 15:00

予備者

注 ： 1.時間は目安ですので多少前後する場合があります。

      2.予備者は、予定時間の調整で実施して頂く場合がありますので準備をお願いします。

      3.再来者は、問診票記入の必要はありません。

　
保健指導 時間割表

健康管理担当
　　　　○○　様

＜保健指導　時間割表の例＞
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＜事前問診票の例＞ 

問診票 

 

面談日時   月  日（  ）  ：  ～  ：    場所：               

所属       氏名      （  歳） 性別 男・女  生年月日：         

 

■最近の状態を事前に記入してご持参ください 

1. 気になる症状や相談したいことがあればご記入ください 

 

 

2. 定期的に通院中の病気があればご記入ください 

  病 名（         ）内服薬（有・無） 通院先（          ） 

              

3. 起床時間（平日  ：   休日  ：   ）  

交代勤務の場合①（  ：  ）②（   ：  ）③（   ：   ） 

4. 出勤時間（ ： ）交代勤務の場合①（  ：  ）②（   ：  ）③（   ：   ） 

5. 退勤時間（ ： ）交代勤務の場合①（   ：    ）②（    ：    ）③（    ：      ） 

6. 残業時間（月平均   時間位）   

  □残業は苦痛でない   □少し苦痛   □苦痛   □とても苦痛 

7. 仕事内容（                                    ） 

8. 通勤所要時間 片道（  時間  分）通勤手段（      ） 

9. 睡眠時間（   時間位）   

  就寝時間（平日  ：    休日  ：   ）  

交代勤務の場合 ①（   ：    ）②（   ：    ）③（    ：     ） 

  □熟睡できる □寝つきが悪い □夜中に目が覚める  

□朝早く目が覚める □熟睡感がない 

10. 疲労感   □なし   □時々ある  □常にある  

11. 体重の変化（なし・ 減 ・増 ）（   ㎏） 

12. 食欲の変化（なし・ 減 ・増 ）食事時間（朝  ：  昼  ：  夕  ：  ） 

13. 飲酒習慣（有・無）→（週  回  何を   １回量   杯・合） 

14. 喫煙習慣（有・無）→（  本／日   年間） 

15. 運動習慣（有・無）→（週  回  何を            ） 

16. 家族構成（  人暮らし）  

17. 同居家族に○印をつけてください 

父  母  兄  弟  姉  妹  妻  子（  人） 祖父  祖母 他（  ） 

 

 指導担当（ ○○ △△ ） 
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＜「保健指導」業務手順チェック表の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 チェック欄 

日
程
決
定
後 

日報確認  

物品予約 
車両  

パソコン  

担当者と事前打合せ  

実施場所の確認  

前
日 

物 

品 

血圧計  

体重計  

電卓  

パソコン（必要時）  

延長コード（必要時）  

面談記録用紙・問診票、指導教材等の準備  

過去の記録ファイル  

当
日 

車両のカギ  

ETC カード、給油カード一式  

車両使用記録  

保健指導・健康相談用携帯バッグ  

到着後 会場準備   

帰
着
後 

車両の鍵・カード一式・車両使用記録簿の返却  

記録の整理・記録ファイルの補充・片付け  

出動日報の提出   

実施人数の入力管理  

振り返り・カンファレンス  
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＜保健指導結果報告書の例１ 事業場提出用＞ 
＜保健指導結果報告書の例　事業場提出用＞

　○○（株）御中

肥
満

血
圧

視
力

眼
底

眼
圧

聴
力

尿
検
査

肝
機
能

血
清
蛋
白

腎
機
能

尿
酸

脂
質

血
糖

貧
血

検
血

胸
部

理
学
所
見

心
電
図

胃
部

便
潜
血

食
事

飲
酒

禁
煙

運
動

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

病
識
理
解

継
続
治
療

受
診
勧
奨

定
期
受
診

産
業
医
相
談

就
業
配
慮

産
業
医
管
理

専
門
病
院
紹
介

要
血
圧
測
定

今
回
で
終
了

○
ヶ
月
後

そ
の
他

デ

ー

タ

チ

ェ

ッ

ク

の

1
【記入例】
全衛連太郎 製造１課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ / 3

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

No. 氏名 部署
血
圧
値

保健指導報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日（　　）　　指導者（　　　　

次回支援 事

業

所

へ

の

連

絡

事

項

有所見項目 支援内容 疾病管理

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 保 健 指 導 結

果 報 告 書 の 例

２  指 導 内 容

＞ 
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（４）保健指導の実施時期   

・ 保健指導の実施時期については、健康診断結果の通知後速やかに実施することが望ましい。健康診

断は、普段忙しく働いている労働者が自分の健康に関心を持つ重要な機会である。受診の記憶が薄れ

ないうちに通知することで健康診断結果の見方も深くなり、生活習慣の見直し等その後の行動にも良

い影響を及ぼす。 

・ 健康診断結果については、おおむね実施後２週間、遅くても１か月以内に報告される。その結果を

踏まえて速やかに保健指導を実施すべきことは言うまでもないが、保健指導の実施人数等の制約から、

速やかに全員に保健指導を実施することは物理的に不可能である。そこで、保健指導の対象者に対し

て対象となったことの案内を健康診断結果の提供後速やかに実施し、その後順次、集団指導、個別指

導を実施する等の工夫が必要である。 

 

（５）保健指導の手法 

・ 個別指導を原則とするが、グループワークや学習会等においても、必ず対象者が個人として受け止

められる面接を実施し、対象者のレベルに合わせた指導を実施する。効果的な支援方法として、フォ

ローアップが必要と判断される場合は、個別面接・小集団・電話・メール等の双方向のコミュニケー

ションが取れる手段を利用する。 

 

（６）プライバシーの保護 

・ 保健指導の実施場所を事業場施設とする場合などには、保健指導対象者であることが他人に知られ

ないように、また、保健指導内容が他人に聞かれることがないように、十分に配慮する必要がある。 

・ 集団指導の場合は、個別性の高い情報は含めず、一般的な情報提供内容とする。 

・ 保健指導対象者にはストレスチェックによる高ストレス者も含まれることとなり、これらの者に対

する保健指導に当たっては特に配慮が必要である。 

・ 他人に聞かれることのないような個室を用意する必要がある。 

・ プライバシーの確保が不十分であることにより対象者が保健指導を受けに来ないような事態は避け

なければならない。このため、プライバシーの確保のため、具体的な留意事項の提示が必要である。 

・ 保健指導に関する記録等については、産業医や保健師などの産業保健スタッフ以外の目に触れない

よう、鍵のかかるキャビネットを使用するなど、情報管理に十分留意する必要がある。 

・ 事業主側が順守すべき個人情報の取り扱いに関する各種法令・ガイドライン等を理解することはも

ちろん、労働安全衛生法等に基づく産業保健活動に関する取り組みの目的や意義を双方の立場で正し

く理解したうえで取り組みを進めることが必要である。 

 

（７）保健指導対象者の理解の促進 

・ 生活習慣は、労働者の家庭環境や社会環境、受けてきた教育、価値観、嗜好など、極めて個人的な

背景によって築かれてきたものであり、専門職が変えるように言ったとしても簡単に変えられるもの

ではない。生活習慣改善指導は、本人が自身の健康問題に気づき、生活を変える必要があることを納

得し、変える決断をし、実行に移すというプロセスを支援するものである。 

・ 対象者の性・年齢のほか、家族構成（独身・既婚の別、育児・介護の事情など）、仕事の状況（勤務
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体制、仕事の内容、残業時間など）、健康に対する意識や価値観、知識、その他多くの個人的な要素を

理解し、それを踏まえて実施する必要がある。 

・ 保健指導の対象者として選定された者の中には、「自分で改善が可能である」、「実施会場に出向いて

保健指導を受けることが面倒である」、「日時が合わない、近くに実施会場がない」などにより保健指

導を受けない者が少なくない。保健指導を受けるべき者の多くがこれを受けるようにするため、例え

ば、次のような工夫が必要である。 

① 保健指導の所要時間を可能な範囲で短いものとし、これを伝達する。 

② 保健指導を実施する時刻、実施場所について可能な限り保健指導を受ける者の利便を考慮し、これ

を伝達する。 

③ 保健指導に関するリーフレット等を作成して健診結果通知の際に渡すこととし、保健指導の結果、

効果の得られた対象者の事例（レーダーチャートによる保健指導前後の比較を示したもの等）を盛り

込むなど保健指導を受ける意欲を高揚する工夫を行う。 

④ 上記について事業者の協力を得る。 

 

６ 保健指導の評価 

（１）個人評価 

・ 保健指導の実施効果を評価しなければならない。評価方法として一般的に実施されるのは、保健指

導対象者ごとに指導実施前の健康診断結果（検査数値）と実施後の最初の健康診断結果について比較

である。 

・ 次年度の健康診断結果が出たら下記の表に記載し、保健指導実施前と実施後とを比較し、評価する。 

・ 次年度の健康診断まで１年近く期間が空いてしまうため、対象者が生活習慣改善行動を継続できて

いるか、継続的な支援が必要かなど、その間の取組みについて確認し、対策の練り直しを行う必要性

があるかについて検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

保健指導実施結果 【個人】 

氏名 

（部署名） 

 

（                    ） 

総合評価  

健康診断項目ごとの評価 実施前 実施後 評価 

 

身体測定 
腹囲    

BMI    

血圧 血圧測定    

脂質代謝 

中性脂肪    

HDL    

LDL    
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糖代謝 
空腹時血糖    

HbA1c    

肝機能 

AST    

ALT    

γ-GT    

貧血検査 
血色素    

赤血球    

尿検査 
尿糖    

尿蛋白    

 

ストレスチェック（ストレス得点）    

 

・ なお、上記保健指導実施結果【個人】に代えて、健康診断個人票（労働安全衛生規則 様式第５号）を

用いて行うことでもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集団評価 

・ 保健指導対象者の集団評価も実施する必要がある。 

・ ここでは、「改善した人」、「改善しなかった人」の定義を明確にしておく必要がある。 

例えば、「受診勧奨レベル→保健指導レベル、保健指導レベル→情報提供レベル」、あるいは「数値

が改善」されたことをもって「改善した」と評価する場合もあろう。 

・ 集団評価は、後述６（２）により衛生委員会に報告する。 

 

 保健指導実施結果 【集団】 

保健指導対象者 改善した人 改善しなかった人 

              人     人（   ％）     人（   ％） 

内訳 

    

身体測定 腹囲   
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 BMI   

血圧 血圧測定   

 

脂質代謝 

 

中性脂肪   

HDL   

LDL   

糖代謝 
空腹時血糖   

HbA1c   

肝機能 

AST   

ALT   

γ-GT   

貧血検査 
血色素   

赤血球   

尿検査 
尿糖   

蛋白   

 

ストレスチェック 改善した人 改善しなかった人 

         人 
    人

（   ％） 

    人

（   ％） 

 

 

 

７ 産業医との連携 

・ 保健指導対象者に対する指導効果については、６（１）及び（２）により評価できるが、この効果

を持続させるため、さらに職場全体における健康づくりを一層進めるためには、産業医の指示の下、

職場要因の改善に取り組む必要がある。 

   

（１）職場要因評価 

・ 保健指導対象者の所見の改善には職場要因の改善が必要である。 

・ 労働安全衛生法第６６条の５は、「（当該労働者の実情を考慮して）就業場所の変更、作業の転換、

労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、作業環境の測定、施設又は設備の設置

又は整備、労働時間等設定委員会への報告、その他適切な措置」を講じなければならないとしている。 

・ 保健指導対象者の職場要因を評価するに当たっては、次の①～④に留意する。 

 

① 労働時間、深夜業 

・ 健康診断及び保健指導結果から、長時間労働、深夜勤務等に問題があると考えられる場合には産業

医に報告し、改善方法等について検討する。 

・ 労働時間の評価に当たっては、次の通知を参考にする。 
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② 作業、作業環境 

・ 職場で使用される有害物の種類、使用量等を確認するとともに、作業環境測定結果を確認し、必要

な助言をする。また、作業態様については、作業姿勢、作業動作等作業方法に問題はないか、作業量

が過度の負担となっていないかについて検討する。 

 

③ 施設、設備 

・ 有害作業については、作業環境測定結果、作業姿勢、作業動作等作業方法の検討を踏まえ、必要な

施設の設置、設備の改善について検討する。 

・ なお、社員食堂への減塩食や低カロリー食の導入、職場の全面禁煙活動など職場環境改善に資する

具体的方策について提案することは有効である。 

 

④ 就業場所の変更、作業の転換 

・ 最終的には、経年的な健康診断結果、保健指導により得られた「仕事」の情報から、就業場所の変

更、作業の転換なくしては保健指導対象者の所見の改善が見込めないと判断される場合は、産業医に

報告して対応する。 

・ なお、労働安全衛生法第６６条の５は、事業者に「当該労働者の実情を考慮する」ことを求めてい

るが、「就業上の措置を講じるべき」とする産業医の報告が就業場所の変更、作業の転換、労働時間の

短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、作業環境の測定、施設又は設備の設置又は整備の

契機となり、場合によっては当該保健指導対象者の収入減少等不利益となることも想定されることか

ら、事業者に報告するに当たっては当該労働者の同意を必須とすべきである。 
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（２）産業医活動への反映 

・ 労働安全衛生法第１８条１項は、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を

調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。」

とし、「①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること、②労働者の健康の保

持増進を図るための基本となるべき対策に関すること、③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生

に係るものに関すること、④前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増

進に関する重要事項」を挙げている。 

・ 保健指導の結果は、全体評価として衛生委員会に報告する。その際、職場要因の評価についても併

せて行われなければならない。報告は産業医から衛生委員会、労働時間等設定改善委員会にする。な

お、衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告に当たっては、個人が特定できないように集約・

加工するなど労働者のプライバシーに適正な配慮を行うことが必要である。 

・ 衛生委員会への報告は、保健指導の結果のほか、一般健康診断、特殊健康診断の結果、さらには疾

病休業者数・休業日数、疾病傾向などの結果を、姓・年齢別、部署別、職種別などに集計・分析し、

さらに個別保健指導による対象から得られる「仕事」の情報も加え、職場の問題点、改善すべき事項

等について整理して行うことで目標設定等職場全体としての取組みがより具体的になる。 

・ また、これを経年的に評価することにより、改善状況の見える化を図ることができる。 

・ 職場単位のモチベーションを高めることによって、健康保持増進に組織的取組みのインセンティブ

を与えることも重要である。 

・ 整理に当たっては、次に示す職場健康度評価を参考に上げる。 

 

 職場健康度評価 

 （前々回） 前回 今回 

一般健診受診率     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

一般健診・有所見者     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

生活習慣問診の回答傾向     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

特殊健診受診率     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

特殊健診・有所見者     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

高ストレス者     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

疾病休業者数         人        人        人 

疾病休業率     ％（ ／ ）    ％（ ／ ）    ％（ ／ ） 

疾病休業総日数       人日      人日      人日 

医療費の総額      百万円        百万円     百万円 

傷病手当金の総額      百万円      百万円     百万円 

 

・ なお、疾病休業者数、疾病休業率、医療費の総額、傷病手当金の総額の情報は、事業場が整理すべき情

報である。 

８ 事業者に対する保健指導実施の働きかけ 
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（１） 保健指導実施の提案 

・ 近年、労働者の健康増進を経営課題ととらえ、企業が成長するうえで積極的に従業員の健康に投資する「健

康経営」という手法が注目されている。 

・ 労働安全衛生法第６６条の７は、事業者に対し、健康診断の結果、一定の者に対する保健指導の実施を求

めている。また、高齢者医療確保法第１９条は、医療保険者に対し、特定健康診査等実施計画の策定を求め

ており、同法２１条で、労働安全衛生法に基づき実施される保健指導との調整規定が置かれている。さらに、

医療保険者に対し、健康医療情報を活用した分析を行い、加入者（労働者）の健康状態に即した効果的・効

率的な保健指導の実施を求めるデータヘルス計画が進められている。 

・ 労働安全衛生法に基づく保健指導対象者と高齢者医療確保法に基づく特定保健指導対象者とは必ずしも同

一ということにはならないが、多くの場面で重複しており、保健指導の実施に当たっては医療保険者の実施

する施策と十分に連携する必要がある。 

・ 事業者にとって医療保険者と協働して労働者の健康管理を推進することは、労働者の医療費や病休・退職

が減り、労働生産性が上がるというメリットが考えられる。 

・ 医療保険者との協働は、事業者が実施する健康づくりの推進、あるいは健康管理に要するコスト低減にも

つながる可能性があり、事業者にとってもメリットがある。 

・ このため、労働衛生機関は、事業者及び医療保険者に対し、労働者に対する保健指導（労働安全衛生法及

び高齢者医療確保法に基づく保健指導）の実施について積極的に働きかける必要がある。 

・ 高齢者医療確保法に基づく特定保健指導と併せて実施する場合、対象者が同じ場合は、特定保健指導も労

働安全衛生法に基づく保健指導の枠組みの中で行われることが合理的である。 

・ 生活習慣病関連に焦点を当てて保健指導を実施する。 

・ すでに生活習慣病等の診断を受けている労働者に対しては、重症化予防の観点から、受診、服薬指導等の

保健指導が重要である。 

 

（２） 提案資料の作成 

・ 労働安全衛生法第６６条の７に基づく医師または保健師等による保健指導の実施義務者は事業者であり、

その実施に要する費用等は事業者が負担することが前提となる。 

・ 事業者が自らの責任において使用する労働者の健康保持・増進に取り組むインセンティブは種々考えられ

るが、最も強く働くのは、過労死、過労自殺をはじめ労働者の健康障害が発生した場合等に問われる事業者

が十分に安全配慮義務を尽くしていたかという点である。 

・ したがって、健康診断の結果、特に健康保持に努める必要があると認める労働者を絞り込み、保健指導の

実施の必要性を理解してもらう必要がある。 

・ 事業者への働きかけは、衛生委員会の審議等を通じて具体化することが効果的と考える。衛生委員会の半

数は事業者が選定する委員であり、また、産業医も出席しているからである。 

・ 衛生委員会では、健康診断計画の審議の際、併せて保健指導の実施について検討項目とするのが望ましい。 

・ 衛生委員会には、次のような資料の提出を検討する必要がある。 

 

1 事業場の特性を把握するための項目ごとの有所見率とその推移 

2 保健指導対象労働者数、労災二次健康診断対象労働者数、特定保健指導対象労働者数（以

上前年度分） 
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3 保健指導対象者選定基準 

4 保健指導の内容、方法等に関する資料（所要時間に加え、日時設定、場所等の利便性を

含む。） 

5 保健指導の結果、効果の得られた受診者の事例（レーダーチャートによる前後比較等） 

6 保健指導の結果、メタボ脱出者の割合の増加、特定保健指導対象者数の減少等の改善の

得られた事業場の事例（グラフ等） 

7 保健指導の結果、疾病休業の改善の得られた事業場の事例（グラフ等） 

8 保健指導の結果、職場環境の改善の得られた事業場の事例 

9 その他参考となる資料 

・ 提供できる保健指導のメニューを示す資料を作成する。 

・ 事業者に対し特定保健指導制度について説明し、医療保険者との協働について提案する。 

また、医療保険者に対しても、事業者との協働について提案する。 

 

保健指導メニュー（メニューの中から適宜選択） 

個別指導 集団指導 

＜保健指導＞ 

・栄養指導 

・運動指導 

・生活指導（睡眠、禁煙、口腔保健指

導等） 

・その他健康管理に関する情報提供 

左記メニューについてグループ指導の手法によ

り実施 

 

＜受診勧奨・受診確認＞ 

・要再検、要精検者、労災二次健康診断

対象者、要医療者に対する受診勧奨と受

診確認 

 

＜就業指導＞ 

・長時間労働者等に対する健康指導 

・特定の業務に従事する者に対する健康

指導 

 

＜メンタルヘルス＞ 

・ストレスチェックの結果、高ストレス

と判定された労働者に対する面接指導 

＜研修会＞ 

・特定保健指導対象者以外の労働者を含めた事

業場全体を対象に、研修会等の手法により、栄

養、運動、睡眠、禁煙、口腔保健、その他健康

管理に関する情報を提供する。 

・事業場全体を対象としたメンタルヘルス講習

会 

・管理者を対象にしたメンタルヘルス講習会 

 

＜資料配布＞ 

・事業場全体を対象に栄養、運動、睡眠、禁煙、

口腔保健、その他健康管理に関する情報資料を

作成・配布 

・メンタルヘルス不調予防のための資料作成・

配布 

９ 保健指導教材等 

・ 保健指導教材、プライバシー保護に関する指針等を以下に示す。 
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（１）保健指導 

【一般】 

○ 標準的な健診・保健指導に関するプログラム（改訂版） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/dl/hoken-program

1.pdf 

○ 保健指導における学習教材集（確定版） 

http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/kyozai/ 

 

【栄養指導】 

○ 5 つの健康習慣と発がんリスク 

http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/2942.html 

 

【運動指導】 

○ 健康づくりのための身体活動基準 2013 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple.html 

 ○ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 

http://www.jisha.or.jp/health/thp/thp_guideline.pdf 

 

【生活指導】 

○ 健康づくりのための睡眠指針 2014 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzous

hinka/0000042751.pdf 

 ○ 保健師等のための歯科保健指導研修テキスト 

http://www.jda.or.jp/program/siryo3.pdf' 

 

【その他参考資料】 

○ 特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h241025_4.pdf 

○ 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000157.html 

○ 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（ver2.0） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html 

○ 健診・保健指導の研修ガイドライン（改訂版） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html 

 

【受診勧奨、療養指導】 

○ 日本人の糖尿病の食事療法に関する日本糖尿病学会の提言（日本糖尿病学会） 

http://www.jds.or.jp/modules/important/?page=article&storyid=40 

○ 特定健診・特定保健指導実施に対する、日本高血圧学会よりの提言（日本高血圧学会） 
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http://www.jpnsh.jp/topics/29.html 

○ 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-19/hor1-19-1-1-0.htm 

○ 職場における腰痛予防対策指針 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjt_1.pdf 

○ 健康診断結果にもとづく健康管理について（昭和 38 年 8月 19 日基発第 939 号） 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-26/hor1-26-3-1-0.htm 

○ 定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000055uh-att/2r985200000055w8.pdf#search='%E5

%AE%9A%E6%9C%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%81%AB%E

3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%89%E6%89%80%E8%A6%8B%E7%8E%87%E3

%81%AE%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E5%

8F%96%E7%B5%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6' 

○ 労働安全衛生法に基づく定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組み推進について 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1003-1a.pdf 

○ 過重労働による健康障害防止のための総合対策 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/05b.pdf#search='%E9%81%8E%E9

%87%8D%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%81%A5%E5%

BA%B7%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3

%82%81%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%AF%BE%E7%AD%96' 

○ 過重労働による健康障害を防ぐために（パンフレット） 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf#search='%E9%81

%8E%E9%87%8D%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%81%

A5%E5%BA%B7%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81

%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%AF%BE%E7%AD%96' 

 

 

（２）プライバシーの保護 

○ 個人情報保護に関する法律 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 

○ 雇用分野における個人情報保護に関するガイドライン 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/h24_357.p

df#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E3%81%8A%E

3%81%91%E3%82%8B%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E

8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3

%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3' 

○ 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf#search='%E9%9B%8

7%E7%94%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B
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%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1

%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%

E6%89%B1%E3%81%86%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E

3%81%AE%E7%95%99%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85' 

○ 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン事例集 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_2.

pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%86%E9%87%8E%

E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E

5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E

3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4

%BE%8B%E9%9B%86' 
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１０ ストレスチェックに基づく相談指導等 

・ ストレスチェック制度における相談対応は保健指導とは異なるものではあるが、健康診断に基づく

保健指導においても、当該保健指導対象者のストレスの情報は必須であり、改正労働安全衛生法によ

り導入されたストレスチェック制度は大いに活用されなければならない。 

 

（１）ストレスチェック結果を踏まえた相談対応、指導 

ア 相談対応体制 

・ ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者であっても、医師面接指導を申し出ない

場合が想定され、そのような場合、医師面接指導の枠組みとは別に、事業者に申し出ない形での相談

に対応する仕組みを作ることが勧奨されている。この対応について外部機関が支援を求められた場合、

保健師等・看護師等が対応する。 

・ 相談に対応する保健師等・看護師等は、メンタルヘルスに関する研修会に参加する等して専門性を

高めるほか、可能であれば産業精神保健に係る学会に加入する等して学会が認定する専門資格の取得

に努める必要がある。 

・ なお、相談に対応するためのプライバシーに配慮された相談室（個室）の設置に留意する。 

 

イ 相談対応及び指導内容 

 ①専門医療機関への紹介の必要性の検討 

・ 相談者は、一般的に通常勤務をしている労働者であり、ほとんどの場合メンタルヘルス不調者では

ないが、高ストレスと判定された者等であることから、一応、メンタルヘルス不調の兆候等を確認し

ておいた方が良い。 

・ 職業性ストレス簡易調査票上の抑うつ症状に関する質問項目等にチェックがある場合には、さらに

うつ病等の可能性を評価し、受診の要否を判断する。 

・ うつ病の疑いがあるかどうか判断するためには、次の質問票を活用する。 

Ｂ１ この２ 週間以上、毎日のように、ほとんど１ 日中ずっと憂うつであったり沈ん

だ気持ちでいましたか？ （ いいえ はい ） 

Ｂ２ この２ 週間以上、ほとんどのことに興味がなくなっていたり、大抵いつもなら

楽しめていたことが楽しめなくなっていましたか？ （ いいえ はい ） 

チェックポイント１： 

Ｂ１またはＢ２ のどちらかが「はい」であるである場合 → 下記の質問にすすむ 

Ｂ１またはＢ２ のどちらも「いいえ」であるである場合 → 面接終了（うつ病を疑

わない） 
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Ｂ３ この２ 週間以上、憂うつであったり、ほとんどのことに興味がなくなっていた

場合、あなたは： 

ａ 毎晩のように、睡眠に問題（たとえば、寝つきが悪い、真夜中に目が覚める、朝

早く目覚める、寝過ぎてしまうなど）がありましたか？ （いいえ はい） 

ｂ 毎日のように、自分に価値がないと感じたり、または罪の意識を感じたりしまし

たか？  

（いいえ はい） 

ｃ 毎日のように、集中したり決断することが難しいと感じましたか？（いいえ は

い） 

チェックポイント２： 

Ｂ１～Ｂ３（a～c）の合計５つの質問に、少なくともＢ１とＢ２のどちらかを含んで、

３つ以上「はい」がある → 大うつ病エピソードの疑い 

それ以外 → 面接終了（うつ病を疑わない） 

http://mental.m.u-tokyo.ac.jp/jstress/BSID.htm 

「産業保健スタッフ向けのうつ病の簡便な構造化面接法」より 

・ 「大うつ病エピソードの疑い」と判断される場合、所属機関医師に相談し、医師の判断を仰ぐ。 

・ 医師の判断により専門医療機関に紹介すべきとされた場合、相談者の意向を確認（説得）し、所属

機関医師により「診療情報提供書（紹介状）」を交付してもらう。 

・ なお、事業者へ報告すべきか本人と相談する（相談者は、高ストレス者であっても法に基づく医師

面接を申し出なかった労働者であることから、対応は慎重であるべきである）。 

 

② 高ストレス状態改善のための保健指導 

・ 相談内容を整理し、現在の自分の仕事のやり方の分析、発想の転換、人間関係をよくする方法、趣

味・スポーツ、ストレス解消法等について具体的に指導する。 

＜相談指導対応のポイント＞ 

【食事】 

・野菜を多く食べる、塩分・脂質・糖質摂取を控えめにする等、食生活に注意しましょ

う。 

・自然食品は、加工食品・高脂肪が中心のメニューに比べてストレス軽減効果が高いこ

とが知られています。 

・青魚に含まれる DHA・EPA に抗うつ効果が期待できるという研究結果もあります。 

【睡眠】 

・心身の疲労回復には睡眠が不可欠です。毎日十分な睡眠時間を確保しましょう。  

・睡眠時間の不足や睡眠の質の悪化により、生活習慣病や、うつ病などのこころの病に

つながってきます。逆に、不眠症は、こころの病の症状として現れることもあります。 

・眠たくないのに無理に眠ろうとすると、かえって緊張を高め、眠りへの移行を妨げます。

眠くなってから寝床に就き、起床時刻を一定に保つようにしましょう。  

・仕事や生活上の都合で、夜間に必要な睡眠時間を確保できない時は、午後の早い時刻に

30 分以内の短い昼寝をするのが効果的です。 
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・適度な運動習慣、朝食摂取が睡眠覚醒リズムを保つのに有用です。  

・また、就寝前にリラックスすることがスムースな入眠に有効です。例えば、入浴は、ぬる

めと感じる湯温で適度な時間、ゆったりとするとよいでしょう。  

・就寝直前の激しい運動や夜食摂取は、入眠を妨げますし、就寝前の飲酒や喫煙は睡眠の質

を悪化させます。就寝前 3～4 時間以内のカフェイン摂取も入眠や睡眠の質に影響し、利尿

作用で夜中に尿意で目が覚める原因にもなります。これらはいずれも就寝前は控えるように

しましょう。 

・就寝前の寝室の明るすぎる白色照明は、睡眠の質を低下させます。眠りを邪魔せず心地よ

いと感じられる程度に調整しましょう。寝床に入ってからの携帯電話操作も覚醒を助長させ

るので控えましょう。 

・睡眠に関連する問題で、日常生活や勤務に悪い影響が出てきて、自分では対処できない時

には、早めに専門家に相談するようにしましょう。 

【運動】 

・適度な有酸素運動（息が上がらない程度）にはストレス軽減効果があります。普段から

活動的な生活を送るようにしましょう。 

【ストレス解消法】 

・ストレスへの対処法としては、行動の工夫、考え方の工夫、リラクセーションの 3つがあ

ります。 

・行動の工夫：大きなストレスを感じているようでしたら、そのストレスの原因となる問題

を分解・    整理し、優先順位をつけてみましょう。優先順位の高い問題から解決策を

リストアップして、実 行しやすい方法から試すことが効果的です。 

・考え方の工夫：イライラや不安を感じる場合、その原因として考え方のクセが関係してい

ることもあります。仕事がうまくいかなかった原因を過度に自分に求め、失敗した状況が今

後もずっと続くと考えていませんか？このような時は、別の視点から状況を眺め直してみる

ことをお勧めします。 

・リラクセーション：こころと体の状態は密接に関係しています。リラクセーションは、体

の緊張を解きほぐすことで、こころの緊張を解きほぐす方法です。腹式呼吸、アロマテラピ

ー、入浴、音楽などあなたに合ったリラックスの方法を、普段から見つけておくとよいでし

ょう。 

【その他】 

・ストレスへの対処では、上記のほか、家族、友人、上司や同僚など周りの人に相談しサポ

ートを求めることも有効です。普段から気軽に相談できる相手や、信頼のおける人と良好な

関係を築いておくよう心がけると良いでしょう。  

 

・ また、ストレスコーピング、リラクセーション、睡眠指導等について資料を準備し、相談者に提供

できるようにする（市販の小冊子等を活用するのでも可）。 

（２）職場環境改善指導 

・ ストレスチェック制度は、個々の労働者に対して気づきの促進を図るほか、ストレスチェック結果

を集団分析し、職場環境の改善に結びつけ、一次予防を図ることにある。 
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・ ストレスの軽減として、職場環境の改善（快適な職場環境）が有効であり、職場単位の改善取組み

を促す。 

 

（３）メンタルヘルス教育 

・ 労働者、経営幹部、各級管理者メンタルヘルスに関する正しい知識・態度を理解させる。 

・ 労働者研修においては、メンタルヘルスの基礎知識、ストレスへの気づき、ストレス対処法等を指

導する。 

・ 経営幹部、各級管理者に対する研修においては、メンタルヘルスに関する事業場の方針・正しい態

度、職場環境の評価・改善、労働者からの相談対応等を指導する 

 

（４）復職支援 

・ 復職支援では、休業前、休業中は、安心して療養に専念できるように指導を行う。職場復帰前には、

円滑な職場復帰、再燃・再発の防止等の視点から指導を行う。 

・ 休業前、休業中、職場復帰前などに職場復帰プランに沿い、また、必要に応じて指導を行う。 

・ 産業医の主導のもとに、保健指導実施者が主治医、事業場保健師、人事労務担当者、上司等と連携

した指導を行う。 
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参考１ 

問  診  票 

 

住所                電話              

氏名                生年月日   ・  ・  生（  歳）  男 ・ 女 

 

１．今回の来談のきっかけを教えて下さい。 

・本人希望  ・家族のすすめ  ・友人のすすめ  ・会社からのすすめ  ・その他 

 

２．自覚症状に関してお答え下さい。 

①自覚症状をご記入下さい                                   

②症状はいつ頃からですか？                                  

③症状のきっかけとなったと思われることはありますか？                     

                                                

３．精神科、心療内科を受診したことはありますか？  

・はい  ・いいえ 

「はい」の方は次の質問にお答え下さい 

・診断名          ・過去に通院（  年前）  ・現在通院中 

・服薬したお薬があれば記入して下さい（                        ） 

 

４．３以外で現在定期的に通院していることはありますか？ 

・はい  ・いいえ    →「はい」の方（診断名                  ） 

 

５．あなたの会社でのこと、日常生活のことについて教えて下さい。 

・職種（         ）    ・職位（      ） 

・入社    年          ・転職の経験（・有  ・無 ） 

・出勤時間 （    ：    ） ・交替勤務 （・有  ・無 ） 

・退社時間 （    ：    ）＊残業時間も含めて平均退社時間を記入して下さい  

・通勤時間 （   時間   分） ・通勤手段（          ） 

・就寝時間 （    ：    ） ・起床時間  （       ：     ） 

・この 2 週間、寝つきが困難、途中で目が覚めることがありましたか （・いいえ  ・はい ） 

・この 2 週間、食欲に変化はありましたか（・変化なし  ・食欲減  ・食欲増進 ） 

・この 3 か月、体重の大きな変化はありましたか（・いいえ  ・はい → 減（増）   ㎏） 

・飲酒習慣 （・なし ・あり  → 週  回  →何を     １回量  杯・合） 

・喫煙習慣 （・なし ・あり  →  本／日 →喫煙開始  歳 →禁煙意思（・ 有  ・無） 

 

６．家族構成（    人暮らし） 

 ・同居されている方に○をつけて下さい。 

父 ・母 ・兄 ・姉 ・弟 ・妹 ・夫 ・妻 ・子供（   人）・その他（   ）
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参考２ 

＜自己チェック表＞ 

 

仕事の過重性・ストレスについて（該当項目をチェックしてください） 

 そうだ ま あ そ う

だ 

やや違う 違う 

1)労働時間(残業時間)が長い   □   □   □   □ 

2)不規則勤務である   □   □   □   □ 

3)拘束時間の長い勤務である   □   □   □   □ 

4)出張が多い業務である   □   □   □   □ 

5)交代勤務が多い   □   □   □   □ 

6)深夜業が多い   □   □   □   □ 

7)人間関係のストレスが多い   □   □   □   □ 

8)作業環境について 

温度環境がよくない 

 

  □ 

 

  □ 

 

  □ 

 

  □ 

 騒音が大きい   □   □   □   □ 

9)精神的緊張性の高い業務である   □   □   □   □ 

 自分(他人)に対し危険度が高い   □   □   □   □ 

 過大なノルマがある   □   □   □   □ 

 達成期限が短く限られている   □   □   □   □ 

 トラブル・紛争処理業務   □   □   □   □ 

 周囲の支援のない業務   □   □   □   □ 

 困難な新規・立て直し業務   □   □   □   □ 

10)業務に関連しない業務について（家庭問題等） 高い □ 低い □ 

（厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック及び医師面接指導マニュアル」） 
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参考３ 
 [健康診断機関] ⇒ [専門機関]へ               平成  年  月  日 
 

診 療 情 報 提 供 書（紹介状） 
 

紹介先医療機関名：                   

担当医師：    科 担当医   御侍史 

 

紹介元健康診断機関の名称：         

住 所：        

電話番号：   -   -   ＦＡＸ   -   -    

医師氏名：     印 

 

氏 名：                殿         性別： 男・女 

住 所：                       電話番号：  -   -   

生年月日：  昭・平   年  月  日（   ）歳  職業：          

 

傷 病 名 
〔記入例〕健康診断にて、精神面で不調がみられるため受診を希望 

紹 介 目 的 
〔記入例〕ご診察及びご加療のお願い 

既 往 歴 
 

〔記入例〕別紙（事後指導面接時の問診票、心身の健康診断結果）を参

照ください 

病状経過及び 
検 査 結 果 

〔記入例〕本人は、○年○月○日に当機関の健康診断を受けられ、精神

健康面での不調が認められ、専門的な評価および加療を希望されていま

す。よろしくご高配くださいますようお願い申し上げます。参考までに、

問診票及び健康診断の結果を別紙として同封いたしますのでご参照くだ

さい。 

 

 
[医療機関] ⇒ [健康診断機関]へ            平成  年  月  日 

診 療 情 報 提 供 書（返信） 
 

紹介先医療機関の医師氏名：     印 

電話番号：   -   -   ＦＡＸ   -   -    

 

診 断 名                      診断コード： Ｆ ３ ２ 

初 診 日 Ｈ ２ ２ 年 ０ ９ 月 ０ ７ 日 

病状及び処方  

＜切りとらないで、写しを返信してくださ
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＜ストレスチェック制度 相談対応資料＞ 

 

【個人指導】 

○ 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者

が講ずべき措置に関する指針 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseis

akuka/0000082591.pdf#search='%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83

%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E6%8C%87%E9%87%9D 

○ 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf#search='%E5%8A%B

4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E3%81%AB

%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%

E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A8%E5%8C%BB%E5%B8%AB%

E9%9D%A2%E6%8E%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%

E3%82%A2%E3%83%AB' 

○ 労働者の心の健康の保持増進のための指針 

   http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html 

○ こころの健康 気づきのヒント集 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101004-9.html 

○ うつ病対応マニュアル 

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/manual/utsumanual2.pdf 

・ なお、 ストレスは、必ずしも業務に関連したものに限らない以上、業務に関連しないストレス要因

についても労働者から聴取することが必要である。個人的なストレス要因については、心理的負荷に

よる精神障害等に係る業務上外の判断指針の職場以外の心理的負荷評価表を参考にする。 

○ 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011ncr-att/2r98520000011npp.pdf#search='%E5%

BF%83%E7%90%86%E7%9A%84%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E3%81%AB%E3%82%88%E3%8

2%8B%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%

BF%82%E3%82%8B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E5%A4%96%E3%81%AE%E5%

88%A4%E6%96%AD%E6%8C%87%E9%87%9D' 

 

【職場改善】 

○ メンタルヘルスアクションチェックリスト 

http://mental.m.u-tokyo.ac.jp/jstress/ACL/ 

○ 職場環境等の改善マニュアル 

http://mental.m.u-tokyo.ac.jp/jstress/ACL/ 

○ メンタルヘルスアクショントレーナーの手引き 

http://mental.m.u-tokyo.ac.jp/jstress/ACL/ 
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○ うつ病対応マニュアル（再掲） 

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/manual/utsumanual2.pdf 

○ 厚生労働省ホームページ「明るい職場の応援団」 

http://no-pawahara.mhlw.go.jp/ 

○ 職場のパワーハラスメント対策の推進について 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-53/hor1-53-80-1-0.htm 

○ 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/111208-1.pdf 

 

【研修】 

○ 労働者の心の健康の保持増進のための指針  

  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html 

○ こころの耳（メンタルヘルスポータルサイト：厚生労働省提供ホームページ） 

  http://kokoro.mhlw.go.jp/ 

 

【復職支援】 

○ 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf 

○ うつ病対応マニュアル 

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/manual/utsumanual2.pdf 

○ こころの耳（メンタルヘルスポータルサイト：厚生労働省提供ホームページ） 

http://kokoro.mhlw.go.jp/ 
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